
 

目黒区としての取組 

目黒区教育委員会では、「地域とともにある学校づくり」や「学校を核とした地域づくり」の一体的な推進を目指して、令和７年度

から、各学校に学校運営協議会を順次設置し、令和11年度までに、全ての区立学校・園に、この協議会を設置することを目標と

しています。中目黒小学校は、令和８年度から「学校運営協議会」を設置することで、コミュニティ・スクール（ＣＳ）となります。 

 

 

コミュニティ・スクール（ＣＳ）の魅力とは！ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コミュニティ・スクール（CS）とは、学校運営協議会を設置した学校のことをいいます。 

■学校運営協議会とは・・・                      ■学校運営協議会委員とは… 

      

 

 

 

 

 

 

※校長が自校の現状や課題を考慮した上で、教育委員会へ推薦し、教育委員会が委嘱します。 

中目黒小学校の取組 

保護者の皆様・地域の皆様とともに創る学校 

～誰一人取り残さない教育の実現を目指して～ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目黒区立中目黒小学校 
CS 会長  横溝 宇人 

校 長  山 本  真 

令和８年４月２８日 

コミュニティ・スクール 

中目黒CSだより 

「第２回 学校運営協議会」は、 

９月３日（木） 15:00～です 

【学校教育目標】〇明るい子  〇考える子  〇たくましい子  ◎思いやりのある子（令和８年度 重点目標） 

〇「明るい子」……社会の一員として、規律を守り、多様性を尊重しつつ、周りの人と調和し、意欲的に交流しようとする態

度を育てる。 

〇「考える子」……基礎的・基本的な知識及び技能を確実に習得させるとともに、それらを活用して、自ら学び考え、課題を 

解決していく思考力、判断力、表現力を育てる。 

〇たくましい子」…目標に向かって、心身ともに健康であきらめずに根気強く取り組む態度や心情を育てる。 

◎「思いやりのある子」……人権尊重の精神を基盤とし、他者の生命及び人格を尊重する豊かな心情を育成するととも 

に、規範意識を高める。 

【学校運営協議会 委員をお引き受けいただいた皆様】  

・稲葉 亮太郎 様（前ＰＴＡ会長 等）      ・小松 隆    様（現ＰＴＡ会長 等）   

・彦坂 一郎  様（同窓会会長・学校保護司 等） ・塚本 有香   様（前ＰＴＡ副会長 等）    

・室井 理沙  様（前学校評議員 等）      ・スカルポーネ 郁子 様（元ＰＴＡ副会長 等）  

・横溝 宇人  様（前校長 等）         ・長田 和義   様（武蔵野大学教育学部教授 等） 

【第１回学校運営協議会 報告】 

開催日時 令和８年４月１５日（水） 

１５：００～１７：００ 傍聴人１名 

１ 校長あいさつ 

２ 教員紹介 

３ 学校運営協議委員自己紹介 

４ 委員長・副委員長の選出 

５ 学校経営方針について 

６ 教職員の状況 

７ 児童の様子 

８ 年間行事予定 

あいさつ            校長 山本 真  

 保護者・地域の皆様には、昨年度からお知らせして

まいりましたが、令和８年度から中目黒小学校はコミ

ュニティ・スクールとして新たにスタートいたしまし

た。学校教育目標の実現のため、そして何より、子ど

もたちのために、保護者や地域の皆様や学識経験者の

方々から、ご意見をいただきながら、教育活動を展開

していきます。内容につきましては、このCSだよりで

お知らせしていきます。 

あいさつ           会長 横溝 宇人 

 このたび、中目黒小学校の学校運営協議会長を拝命

いたしました、横溝 宇人と申します。保護者や地域

と皆様と学校が一体となって、子どもたちの健やかな

成長を伴走・支援する役割の責任の重さを感じていま

す。これまでも培われてきた、保護者や地域の皆様と

学校の信頼関係を大切に、よりよい学校づくりを支援

してまいります。今後もご理解とご協力を賜りますよ

う、よろしくお願いいたします。 

熟議「学校経営方針について」 

 本年度の学校経営方針を、山本校長より委員の皆様へ説明しま

した。これは、学校説明会の時に保護者の皆様に説明したことと

同様のものです。 

 委員の皆様からは、 

〇学校教育目標の重点目標を１つに絞った理由は何故か。 

〇保護者アンケートの結果について、児童や教員の数値は高いの 

に、保護者の数値が低いのは、保護者への周知が不足している 

のではないか。 

〇教科担任制の取組について、教員の授業力の向上に伴い、児童 

の学力向上にもつながっているのではないか。 

などのご意見やご指摘をいただきました。結果的には、終了予

定時刻を３０分以上も越えてしまいましたが、たくさんのご意見

やご質問、ご指摘等をいただくことができました。いただきまし

たご意見等は、教職員にもフィードバックしながら、検討すべき

点は検討し、よりよい学校経営、より充実した教育活動の推進に

繋げてまいります。 

〇特別職非常勤の地方公務員の身分を有する。 

〇一定の報酬がある。 

〇責任と権限をもつ。 

〇守秘義務を遵守する立場である。 

〇合議体として、他の委員と一定の方向性を定めるよう熟議する。 

〇決まった事項について、役割を果たし実行する。 

 

〇法律に基づき教育委員会によ 

り任命された委員が、一定の権 

限をもって、学校の運営と、その 

ために必要な支援について協 

議する、合議制の機関です。 

【子どもたちにとって】 

〇学びや体験活動が充実します。 

〇自己肯定感や他人を思いやる心が育ちます。 

〇地域の担い手としての自覚が高まります。 

〇防犯・防災等の対策によって、安全・安心な生活が 

できます。 

【地域にとって】 

〇経験を生かすことで生きがいや自己有用感につ 

ながります。 

〇学校が社会的つながり、地域のよりどころとなり 

ます。 

〇学校を核とした地域ネットワークが形成され、地 

域の課題解決につながります。 

〇地域の防犯・防災体制等の構築ができます。 

【保護者にとって】 

〇学校や地域に対する理解が深まり、家庭教育と 

の相乗効果が生まれます。 

〇地域の中で子どもたちが育てられているという 

安心感があります。 

〇保護者同士や地域の人々との人間関係が構築で 

きます。 

【学校にとって】 

〇地域の人々の理解と協力を得た学校運営や「社会

に開かれた教育課程」の実現が可能となります。 

〇地域人材を活用した教育活動が充実します。 

〇地域の協力により子どもたちと向き合う時間が確 

保できます。 


